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１ 計画策定の趣旨 

国において、平成１９年２月にまとめられた「成長力底上げ戦略」の中で、

「福祉から雇用へ」の基本的考え方を踏まえ、障害者について可能な限り就

労による自立・生活の向上を図ることとしています。 

障害者施設で働く障害者については、工賃水準を引き上げるとともに、一

般雇用への移行の準備を進めるため、「福祉から雇用へ」の取組の一環として

「工賃倍増計画支援事業」が創設されました。 

こうした中、本県でも障害者施設で働く障害者の工賃水準の向上に取り組

むため、平成１９年度から平成２３年度までの５年間で平均工賃の倍増を目

指す「工賃倍増５か年計画」を策定するとともに、授産製品を広くＰＲする

ため、障害者がつくる製品や提供するサービスを総称して「まごころ製品」

と名付け、販売の促進を図るなど、工賃向上への取組を進めてきました。 

この取組の結果、同計画開始前の平成１８年度に約 11,700 円であった工賃

倍増計画対象施設（※）の平均工賃月額は、計画期間中の景気の低迷などの

影響もあり、平成２０年度に約 11,200 円へと落ち込みましたが、その後は

徐々に上昇しています（表１）。 

平成２３年度末で「福岡県工賃倍増５か年計画」は終了しましたが、障害

者が自立して地域で生活するためには、年金収入のほか、工賃収入が重要な

位置を占めることから、現状や課題を踏まえたうえで、新たに「福岡県工賃

向上計画」を策定し、市町村や産業界等との連携を深めるとともに、県及び

県内の障害者施設や関係団体が一体となって障害者の工賃向上を目指すこと

とします。 

※ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業所及び通所・入所授産施設や 

小規模通所授産施設（雇用契約を締結する就労継続支援Ａ型事業所及び福祉工場を除く。） 

 

＜表１＞平均工賃等の推移 

年度 平成１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

平 均 工 賃 11,664 円 11,724 円 11,191 円 11,571 円 11,791 円 12,784 円 

対象施設数 193 施設 199 施設 216 施設 226 施設 248 施設 279 施設 

 

 

２ 計画の性格・位置づけ 

福岡県総合計画（計画期間：平成２４年度～平成２８年度）及び福岡県障

害者福祉計画（第２期）（計画期間：平成２４年度～平成２６年度）において、

障害者施設で働く障害者の平均工賃月額が平成２８年度までに全国平均を上
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回ることを目標としています。（平成２２年度全国平均 13,079 円）これを受

け、本計画は福岡県障害者福祉計画（第２期）の行動計画として、工賃向上

に取り組むものです。 

また、本計画は、国が定める「「工賃向上計画」を推進するための基本的な

指針」（平成２４年４月１１日障発０４１１第４号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）に即して、県としての目標工賃や取り組むべき具体的

な方策などを定めるとともに、各障害者施設においても目標工賃の設定など

の具体的な取組を進めるなど、県と障害者施設が協働して、その実現を図ろ

うとするものです。 

 

 

３ 計画の期間・対象事業所 

① 計画の期間 

平成２４年度から平成２６年度までの３か年とします。 

 

② 計画の対象事業所 

就労継続支援Ｂ型事業所とします。 

 

※ 対象事業所の考え方 

国が定める「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」に

おいては、「就労継続支援Ｂ型事業所を原則とするが、就労継続支援

Ａ型事業所、生活介護事業所（生産活動を行っている場合。以下同

じ。）、地域活動支援センターのうち「工賃向上計画」を作成し、積

極的な取組を行っており、工賃の向上に意欲的に取り組む事業所と

して都道府県が認めた事業所は、支援策の対象として差し支えない」

（２（２）ウ）とされていますが、就労継続支援Ａ型事業所は、雇

用契約に基づく就労であり、最低賃金法(昭和３４年法律第１３７

号)が適用されていること、生活介護事業所及び地域活動支援センタ

ーは就労の機会の提供を主たる目的とするものでないことから、本

計画の対象としないこととします。 

 

 

４ 現状について 

「工賃倍増５か年計画」策定前における本県の工賃倍増計画対象施設の平

成１８年度の平均工賃月額は表２のとおり、11,664 円（全国順位 30 位。全

国平均 12,222 円）であり、全国的にも低い水準でした。 

「工賃倍増５か年計画」の最終年度である平成２３年度の対象施設におけ

る平均工賃月額等は表２のとおりであり、施設数は 279 箇所（対平成１８年
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度比 44．6％増）、工賃支払対象者延べ人数は、69,428 人（対平成１８年度比

2.3％増）、工賃支払総額は 887,601,275 円（対平成１８年度比 12.2％増）と

なり、この結果、平均工賃月額は 12,784 円（対平成１８年度比 9.6％増）と

なっています。 

施設数及び工賃支払対象者延べ人数ともに増加する一方、施設種別では旧

体系の施設から障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ型事業所への移行

が進み（247 事業所 対平成１８年度比 12.4 倍）、福祉的就労の場は年々拡大

しています。平均工賃月額は、全体的には平成１８年度の 11,664 円から平成

２３年度は 12,784 円と 1,120 円（9.6％）の向上を見たものの、表３のとお

り 10,000 円未満の施設が約 50％（135 施設）あり、そこで働く障害者の延べ

人数が全体の約 45％（30,456 人）を占めるなど、障害者が経済的な自立を実

現するためには、現状の工賃は決して十分とはいえません。 

 

＜図１＞本県及び全国の平均工賃の推移 

 

 

 

11,191

11,791

12,784

12,222

13,079

11,571

11,724

11,664

12,695
12,58712,600

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

（円）

全国

本県



 
４
 

 

＜
表
２
＞
平
成
１
８
年
度
と
平
成
２
３
年
度
の
比
較
 

施
設

数
工

賃
支

払
対

象
延

べ
人

数
工

賃
支

払
総

額
平

均
工

賃
施

設
数

工
賃

支
払

対
象

延
べ

人
数

工
賃

支
払

総
額

平
均

工
賃

増
減

額
増

減
率

（
箇

所
）

（人
）

（
円

）
（
円

）
（
箇

所
）

（人
）

（
円

）
（円

）
（円

）
（
％

）

20
1,

0
69

13
,7

1
7,

4
47

12
,8

32
24

7
58

,9
5
9

78
4,

67
9
,9

1
7

1
3,

3
09

47
7

3.
7

入
所

16
9,

8
89

16
5
,2

6
0,

46
9

16
,7

12
－

－
－

－
－

－

通
所

18
4,

9
78

91
,8

5
1,

2
75

18
,4

51
4

1
,0

4
1

16
,1

47
,5

6
6

1
5,

5
12

▲
 2

,9
3
9

▲
 1

5.
9

入
所

12
1
0,

3
72

91
,1

2
5,

9
46

8,
78

6
3

2
,4

1
7

25
,0

05
,2

5
2

1
0,

3
46

1,
56

0
1
7.

8

通
所

74
3
1,

3
64

31
8
,5

8
9,

37
9

10
,1

58
1
5

5
,5

9
4

45
,5

32
,8

3
4

8,
1
40

▲
 2

,0
18

▲
 1

9.
9

入
所

4
1,

1
27

5
,3

6
9,

6
75

4,
76

5
1

29
3

1,
83

9
,5

0
0

6,
2
78

1,
51

3
3
1.

8

通
所

14
3,

4
68

51
,6

3
2,

1
04

14
,8

88
6

89
8

13
,2

84
,4

0
6

1
4,

7
93

▲
 9

5
▲

 0
.6

1
38

6
1,

1
98

72
3
,8

2
8,

84
8

11
,8

28
2
9

10
,2

4
3

10
1,

80
9
,5

5
8

9,
9
39

▲
 1

,8
89

▲
 1

6.
0

身
体

16
2,

2
42

24
,6

5
9,

1
77

10
,9

99
3

22
6

1,
11

1
,8

0
0

4,
9
19

▲
 6

,0
80

▲
 5

5.
3

知
的

8
1,

0
52

9
,1

0
2,

4
38

8,
65

3
－

－
－

－
－

－

精
神

11
2,

2
89

20
,0

9
0,

8
36

8,
77

7
－

－
－

－
－

－

35
5,

5
83

53
,8

5
2,

4
51

9,
64

6
3

22
6

1,
11

1
,8

0
0

4,
9
19

▲
 4

,7
27

▲
 4

9.
0

1
93

6
7,

8
50

79
1
,3

9
8,

74
6

11
,6

64
27

9
69

,4
2
8

88
7,

60
1
,2

7
5

1
2,

7
8
4

1,
12

0
9.

6

平
均

工
賃

平
成

２
３

年
度

小
規

模
通

所
授

産
施

設
合

計

入
所

･通
所

授
産

施
設

合
計

小
規

模
通

所
授

産
施

設

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

事
業

所

施
設

種
別

平
成

１
８

年
度

工
賃

倍
増

対
象

施
設

精
神

身
体

知
的

授
産

施
設

 

※
「
－
」
は
、
新
体
系
へ
の
移
行
等
に
よ
り
平
成
2
3
年
度
に
当
該
障
害
者
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
 



 ５ 

 

＜表３＞工賃倍増対象施設における平均工賃の施設及び工賃支払対象者延べ

人数分布状況（平成２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 目標工賃の設定 

前述のように、本県では総合計画において、平成２８年度までに平均工賃

が全国平均を上回ることを目標としています。このため、対象期間が平成２

４年度から平成２６年度とされている本計画においても、この目標に沿った

設定を行うことが必要です。平成１８年度から平成２２年度における全国平

均の伸び率は年平均１．７％であり、今後も同率で全国平均が推移するとし

た場合、平成２７年度に全国平均を上回るためには、本県の平成２２年度平

均工賃実績額を基準額として毎年４．８％増の計画とすることが必要となり

ます（図２）。このことから、就労継続支援Ｂ型事業所（以下「事業所」とい

う。）における本計画の各年度ごとの目標工賃を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

６ 計画の進捗管理 

平成２６年度までの各年度において、本計画の達成状況の把握を行い、そ

の結果を県ホームページへの掲載により公表します。 

 

平成２４年度 対２３年度４．８％増（１２，４００円）
平成２５年度 対２４年度４．８％増（１３，０００円）
平成２６年度 対２５年度４．８％増（１３，６００円）

（対前年度増加率（月額（参考値）（基準年：平成２２年度））

施設数 割合 延べ人数 割合

　５，０００円未満 47 16.9% 8,047 11.6%

　５，０００円以上１０，０００円未満 88 31.5% 22,409 32.3%

１０，０００円以上１５，０００円未満 77 27.6% 19,355 27.9%

１５，０００円以上２０，０００円未満 32 11.5% 9,283 13.4%

２０，０００円以上２５，０００円未満 17 6.1% 4,845 7.0%

２５，０００円以上３０，０００円未満 11 3.9% 3,843 5.5%

３０，０００円以上 7 2.5% 1,646 2.3%

計 279 100.0% 69,428 100.0%

平均工賃（月額）
工賃支払対象者延べ人数施設数
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７ 県と事業所の役割 

① 事業所の役割 

工賃の向上は、各事業所の就労支援に向けた強い意識や主体的な取組

があって初めて実現が可能となるものです。各事業所は、「工賃向上計画」

を作成し、その実現に向けて、管理者が中心となり、事業所の職員が利

用者やその家族等とともに地域と連携しながら、具体的な方法と目標、

年次計画などを策定して取組を進める必要があります。 

② 県の役割 

県は、各事業所が工賃向上への取組を円滑に進めることができるよう、

市町村等関係機関との連携を深めるとともに、国の補助金等の活用など

により、「まごころ製品」の販売機会の拡充、各種広報媒体を通じた認知

度の向上及び事業所等に対する情報提供や関係機関・団体との連携を促

進することにより、本計画の実現に向けた関係施策の充実に努めます。 

また、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律」（平成２４年法律第５０号、以下「障害者優先調達推進法」と

いう。）が平成２５年４月に施行されることから、拡大が期待される官公

需に対応するための取組についても関係機関と連携し、その推進に努め

ます。 

 

８ 支援のための具体的方策 

福岡県障害者福祉計画（第２期）に基づき、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

事業所を整備することにより、障害者の皆さんの働く場の確保を進めるとと

もに、障害者の皆さんの収入向上を図るため、以下の事業に取り組みます。 

なお、事業の実施に際しては、各年度における予算の定めるところにより

実施します。 

① 障害者優先調達推進法の施行に伴う発注促進に向けた取組 

障害者優先調達推進法の施行に伴い、（１）県庁内に推進本部を設置し、

事業所からの調達推進に取り組むとともに、（２）市町村と連絡会議を設

置し、市町村における事業所からの調達の促進を図ります。 

② 企業等が消費者等に無償で配布する販促品（ノベルティ商品）への「ま

ごころ製品」の採用の働きかけの強化 

「まごころ製品」の安定的かつ大口の発注が見込まれるノベルティ商

品を採用する民間企業等の開拓に努めます。 

③ 大型商業施設等での販売会の実施 

県民のみなさんに広く「まごころ製品」をＰＲするとともに、「まごこ

ろ製品」を一つでも多く手にとって、購入いただくため、大型商業施設

等で販売会を実施します。 



 ８ 

④ 県庁舎、総合庁舎での販売会の実施 

県庁舎（総合庁舎）を訪れる県民のみなさんに「まごころ製品」を広

くＰＲするとともに、「まごころ製品」の販売機会を拡充するため、県庁

舎、総合庁舎での販売会を継続して実施します。 

⑤ 福岡県が実施する各種イベントへの出店 

福岡県が実施する各種イベントに参加する県民のみなさんに「まごこ

ろ製品」をＰＲするとともに、「まごころ製品」の販売機会を拡充するた

め、関係各部と連携のうえ、イベントへの出店機会の拡充を図ります。 

⑥ 芋焼酎「自立」の販売促進 

県と障害者施設が共同開発した芋焼酎「自立」の販売促進のため、各

種広報媒体を活用して知名度の向上を図ります。 

⑦ 「まごころ製品」の改良・新製品開発と販路拡大 

民間企業等の能力を活用して「まごころ製品」の改良と新製品開発


